
改
正
後
の
最
低
賃
金
は
例
年
、
地
方

の
審
議
会
で
答
申
後
、
１
０
月
中
に
発
効

す
る
の
が
一
般
的
だ
。
２
０
２
４
年
の
場

合
、
１
１
月
１
日
と
し
た
徳
島
県
を
除
く

４
６
都
道
府
県
で
１
０
月
中
に
発
効
し
た
。

だ
が
、
２
０
２
５
年
は
、
４
７
都
道
府
県

中
２
７
府
県
が
、
１
１
月
以
降
を
予
定
す

る
。２

０
２
６
年
３
月
３
１
日
の
発
効
と
な
っ

た
秋
田
県
は
、
現
在
の
最
低
賃
金
が
全
国

最
下
位
（
９
５
１
円
）
だ
。
今
年
の
審
議

で
、
現
行
額
か
ら
８
０
円
と
大
幅
引
き
上

げ
を
決
め
た
。
秋
田
県
労
働
局
の
担
当
者

は
「
最
下
位
脱
出
の
狙
い
も
あ
り
高
水
準

の
引
き
上
げ
と
な
っ
た
が
、
そ
の
分
、
賃

金
体
系
の
見
直
し
な
ど
準
備
に
時
間
も
か

か
る
と
い
う
使
用
者
か
ら
の
主
張
が
あ
っ

た
」
と
発
効
の
先
送
り
の
理
由
を
説
明
す

る
。
他
県
で
も
、
目
安
を
上
回
る
引
き
上

げ
の
一
方
、
発
効
日
を
遅
ら
せ
た
い
使
用

者
側
の
主
張
を
受
け
入
れ
た
形
と
な
っ
た
。

最
低
賃
金
法
で
は
、
発
効
時
期
は
定
め

ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
発
効
の
遅
れ

は
労
働
者
の
賃
金
増
の
遅
れ
に
直
結
す
る
。

ま
た
厚
生
労
働
省
の
審
議
会
が
示
し
た
目

安
額
よ
り
下
回
る
可
能
性
が
あ
る
。
大
学

教
授
（
労
働
経
済
学
）
に
よ
る
と
、
秋
田

県
の
最
低
賃
金
で
働
く
労
働
者
の
２
５
年

１
０
月
第
１
週
か
ら
の
年
間
収
入
を
、
２

５
年
１
０
月
１
日
発
効
と
２
６
年
３
月
３

１
日
発
効
と
で
比
較
す
る
と
、
半
年
遅
れ

の
８
０
円
の
引
き
上
げ
は
、
目
安
の
６
４

円
を
２
４
円
下
回
る
４
０
円
相
当
の
引
き

上
げ
に
と
ど
ま
る
と
い
う
。

一
方
「
物
価
高
に
よ
る
生
活
費
の
上
昇

が
最
低
賃
金
引
き
上
げ
の
理
由
に
な
っ
て

い
る
の
に
、
半
年
も
据
え
置
く
こ
と
は
矛

盾
し
て
い
る
」
な
ど
の
批
判
も
あ
る
。

栃
木
県

２
５
年
１
０
月

１
日
発
効

千
葉
県

２
５
年
１
０
月

３
日
発
効

東
京
都

２
５
年
１
０
月

３
日
発
効

神
奈
川
県
２
５
年
１
０
月

４
日
発
効

茨
城
県

２
５
年
１
０
月
１
２
日
発
効

埼
玉
県

２
５
年
１
１
月

１
日
発
効

群
馬
県

２
６
年

３
月

１
日
発
効

福
島
県

２
６
年

１
月

１
日
発
効

９
月
１
７
日
に
開
催
さ
れ
た
有
識
者
会

議
で
「
一
定
の
期
間
」
（
転
籍
制
限
期
間
）

に
つ
い
て
、
案
が
提
示
さ
れ
た
。

介
護
・
建
設
・
工
業
製
品
製
造
・
飲
食

料
品
製
造
・
外
食
・
自
動
車
整
備
な
ど
の

８
分
野
で
は
２
年
、
宿
泊
・
物
流
倉
庫
・

農
業
・
漁
業
・
林
業
な
ど
９
分
野
で
は
１

年
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
現
時
点
で
は
案

な
の
で
今
後
の
動
向
に
注
目
で
す
。

１
年
を
超
え
る
転
籍
制
限
期
間
を
定
め

た
育
成
就
労
産
業
分
野
に
お
い
て
、
当
該

期
間
を
選
択
し
た
育
成
就
労
実
施
者
に
お

い
て
は
、
就
労
開
始
か
ら
１
年
を
経
過
し

た
後
に
は
転
籍
の
制
限
を
理
由
と
し
た
昇

給
そ
の
他
育
成
就
労
分
野
ご
と
に
定
め
る

基
準
を
満
た
す
待
遇
の
向
上
な
ど
を
図
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
期
間
を
１
年
と
し

た
場
合
は
義
務
は
か
か
ら
な
い
。

自
民
党
総
裁
選
に
立
候
補
し
た
５
候
補

に
よ
る
党
青
年
局
・
女
性
局
主
催
の
討
論

会
で
は
外
国
人
政
策
に
つ
い
て
の
質
問
も

飛
び
、
小
林
元
経
済
安
保
相
と
茂
木
前
幹

事
長
は
「
移
民
に
は
反
対
」
と
明
言
。
小

泉
農
相
は
「
い
わ
ゆ
る
移
民
政
策
は
取
り

ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。

質
問
の
内
容
は
外
国
人
労
働
者
の
受
け

入
れ
拡
大
と
移
民
政
策
の
是
非
を
問
う
も

の
で
す
。

茂
木
前
幹
事
長
は
「
移
民
政
策
に
つ
い

て
は
反
対
で
す
。
移
民
は
受
け
入
れ
る
べ

き
で
は
な
い
と
基
本
的
に
は
考
え
て
い
る
」

と
回
答
。

小
林
元
経
済
安
保
相
も
「
移
民
に
は
反

対
で
す
」
と
明
言
し
、
外
国
人
政
策
に
関

す
る
中
・
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
必
要
だ

と
説
明
。
外
国
人
労
働
者
が
必
要
な
地
方
・

産
業
は
あ
る
と
し
、
「
真
面
目
に
働
く
方

を
守
っ
て
い
く
た
め
に
も
、
ル
ー
ル
を
守

ら
な
い
方
に
対
し
て
は
厳
し
く
接
す
る
必

要
が
あ
る
」
「
で
き
る
だ
け
外
国
人
に
頼

ら
な
い
仕
組
み
を
作
る
こ
と
が
必
要
」
と

主
張
し
た
。

小
泉
農
相
は
「
い
わ
ゆ
る
移
民
政
策
は

と
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
外
国
人
に
も
し
っ

か
り
ル
ー
ル
を
守
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
基

本
で
、
そ
の
上
で
外
国
人
の
流
入
拡
大
や

現
制
度
が
対
応
し
き
れ
な
い
部
分
は
し
っ

か
り
対
応
す
る
」
と
説
明
。

林
官
房
長
官
は
「
違
法
と
か
不
公
平
な

も
の
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
を
ま
ず
や
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
持
論
。
外
国
人

労
働
者
の
受
け
入
れ
に
関
し
て
は
「
な
だ

ら
か
に
必
要
な
だ
け
入
っ
て
き
て
も
ら
う
」

と
し
た
。

高
市
前
経
済
安
保
相
は
「
必
要
な
課
題

を
洗
い
出
し
、
解
決
す
る
た
め
の
法
整
備

を
進
め
る
司
令
塔
を
作
り
た
い
」
と
語
っ

た
。
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注
意「
最
低
賃
金
」発
効
遅
れ
る
県
続
出

総
裁
選「
外
国
人
政
策
」

転
籍
、８
分
野
で
２
年（
案
）

転
籍
制
限
と
待
遇
向
上
策


